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第１ はじめに 

 

フランチャイズ産業はフィリピンのビ

ジネスの中で比較的大きな割合を占めて

います。フィリピン統計局  (PSA: 

Philippine Statistics Authority)のデータによ

ると、フィリピンの企業の約 99.5％が中小

企業（MSME：Micro, Small and Medium 

Enterprises）であり、実にそのうち 68％が

フランチャイズ産業に関係しています。 

このような状況を踏まえ、政府は、フラ

ンチャイズ産業が、雇用機会の創出、消費

の活性化、観光の促進など、国の経済を維

持する上で極めて重要であると位置づけています。そのため、政府は、透明でビジネスに適

した環境を整備し、公正・公平な慣行を促進することによりフランチャイズ業界を強化し、

中小企業を中心とした企業を支援するための取組みを強化しています。 

大統領令第 169号「中小企業保護のためのフランチャイズ産業の強化令」（Executive Order 

No. 169、以下「本大統領令」または「E.O. 169」という）が署名される以前は、フィリピンで

は貿易産業局（Department of Trade and Industry、以下「DTI」という）令第 10-24号と知的財

産に関する関連法を除き、フランチャイズ事業を規制する法律は存在しませんでした。数年

前に、フランチャイズビジネスを規制する法案が議会に提出されましたが、法律として成立

しませんでした。この E.O. 196の制定が、フランチャイズ業界を規制する法律の制定を促す

きっかけになるかもしれません。 

本大統領令のポイントは、以下の通りです。 

 

第２ 中小企業保護のためのフランチャイズ産業の強化令のポイント 
 

 １ 本大統領令の適用対象 

   E.O.169 は、以下の定義により、その適用対象を定めています。以下の定義を参照し

ながら、それぞれの契約が本大統領令の適用対象となるかご確認ください。 

⑴ フランチャイズとは、フランチャイザーとフランチャイジーとの間で結ばれる契約

で、以下の内容を含むものとして定義されています。 

(i) フランチャイザーが、フランチャイジーに対して、定められた一定期間、フラ

ンチャイズシステムに従って事業を運営する権利を与えるもの 

(ii) フランチャイザーが、フランチャイジーに対し、フランチャイザーの商標、営

業秘密、秘密情報または知的財産を使用する権利を与えるもの 

(iii) フランチャイザーが、フランチャイズシステム上、フランチャイズ期間中、フ

ランチャイジーの事業運営の管理権を有するもの 



 

2 

 

(iv) フランチャイジーが、上記の権利の対価として一定の手数料などを支払うもの 

 

⑵ フランチャイズ契約とは、フランチャイザーとフランチャイジー間の書面での契約

であって、前者が後者に対し、一定の対価を得て、マーケティング制度、技術供与契

約の下で商品やサービスを提供、販売または流通する事業に従事する権利を付与する

ものと定義されています。ここでの権利には、契約に別段の定めがない限り、特定の

事業に関連する商標、サービスマーク、商号・事業名、ノウハウ、ロゴタイプの広告

またはその他の商業上のシンボルの使用が含まれます。 

 

⑶ E.O.169 では、中小企業の分類として、以下のように中小企業基本法（R.A. No. 

69771）改正前の分類が用いられています。 

(i) マイクロ  ：50,000ペソ未満 

(ii) コテージ  ：50,001~ 500,000 ペソ 

(iii) 小企業  ：50,001~500,000 ペソ 

(iv) 中堅企業  ：5,000,001~20,000,000ペソ 

 

なお、中小企業基本法（R.A. No. 6977）はその後に導入された改正2により、現在は

以下のように大きく変更されています。 

(i) マイクロ  ：3,000,000 ペソ以内 

(ii) 小企業  ：3,000,001~15,000,000ペソ 

(iii) 中堅企業  ：15,000,001~1,000,000,000 ペソ 

 

このような改正が、政府や関連機関によってどのように適用され、処理されるか

は、まだ明らかではありません。 

 

 ２ 中小企業とのフランチャイズ契約の遵守事項 

⑴ 公証の必要性 

E.O.169 は、フランチャイザーとフィリピン国内の中小企業のフランチャイジー間

で締結されるすべてのフランチャイズ契約は、書面で締結され、かつ、公証されなけ

ればならないとしています。 

⑵ フランチャイズ契約の必要記載事項 

また、E.O.169は、フィリピン国内のフランチャイザーと中小企業フランチャイジー

間のフランチャイズ契約の必要記載事項を定めており、以下の規定を含まなければ

ならないと定めています。 

・ フランチャイズの対象となる製品またはサービスの名称および詳細 

・ 商標またはその他の登録知的財産権を使用する権利など、中小企業フランチャイ

ジーに付与された具体的な権利の内容 

・ フランチャイズ料、販売促進料、ロイヤルティ料、その他関連する料金など、フ

ランチャイジーに課される可能性のある契約前、契約締結時、定期的な全ての費

用の開示 

・ 支援の種類と詳細の列挙、および DTIへのフランチャイズ契約の提出を含むフラ

ンチャイザーの責任の詳細 

・ 中小企業フランチャイジーの責任の詳細 

・ 差別禁止規定 

 

1 Republic Act No. 6977, Magna Carta for Small Enterprises 

2 Sec. 3, R.A. No 6977, Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), as 

amended by R.A. 8289 and R.A. No. 9501 
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・ フランチャイズの期間および更新の条件 

・ フランチャイズ契約の事前解約、解除、期間満了の効力と原因 

・ 中小企業に契約解除の選択肢として与えられるクーリングオフ期間の規定 

・ 当事者の任意で 2004 年 ADR法（R.A. No. 9285、「Alternative Dispute Resolution 

Act of 2004」）に基づく調停により紛争を解決する旨の紛争解決条項 

・ フランチャイズ契約の条件に違反に対する救済措置 

また、中小企業以外のフランチャイジーとの契約においても、上記の必要記載事項を

可能な限り規定することが求められます。 

E.O.169 は、これらの必要記載事項を満たしたフランチャイズ契約に関して、フラン

チャイザー対して、政府がインセンティブまたは利益を提供することとしており、DTIが

関連規定を整備することとしています。 

 

 ３ フランチャイズ契約の登録義務 

 

フランチャイザーは、DTI が作成する中小企業フランチャイズ契約登録簿にフランチ

ャイズ契約を登録することが義務付けられます。中小企業フランチャイズ契約登録簿に

は、上記の必要記載事項に定める契約条件を含んだフランチャイズ契約のみが登録可能

となっています。 

正規に登録されたフランチャイズ協会に加盟したフランチャイザーは、中小企業フラ

ンチャイジーとのすべてのフランチャイズ契約において上記の必要記載事項を含むこと

を約したうえで、標準フランチャイズ契約を登録することができます。 

他方で、正規に登録されたフランチャイズ協会に加盟していないフランチャイザーは、

中小企業フランチャイジーとのすべてのフランチャイズ契約を締結後 30 日以内に登録

する必要があります。 

 

 ４ その他 

⑴ フランチャイザーは正式に登録されたフランチャイズ協会への加盟が奨励され、フ

ランチャイズ事業を行おうとする中小企業はフランチャイズ協会に所属するフランチ

ャイザーと取引することが奨励されます。 

⑵ 中小企業とすでにフランチャイズ契約を締結しているフランチャイザーは、中小企

業フランチャイジーとの各フランチャイズ契約の更新時に、E.O. No.169に定められた

要件を遵守しなければなりません。 

⑶ 本大統領令には罰則が定められていません。 

 

第３ 最後に 

 

フランチャイズ事業を営む事業者の中には中小企業に該当するものも多く含まれると思わ

れますが、フィリピンでは、払込資本金が 20万ドル以下の中小企業については外資規制がか

けられています。したがって、外国企業が中小企業のフランチャイズ事業を経営する場合、

20 万ドル以上の資本金を払い込むか、または資本金 10 万ドル以上で、かつ外国投資法が定

める特別な場合である必要があり、その場合でも、フランチャイズ事業に従事する企業とし

て、E.O.196に従う必要があります。 

また、E.O. 196 施行から 90 日以内に DTI からガイドラインが公表されることとなってい

ますので、こちらの動向も注視する必要があります。 

引き続き、当事務所のニュースレターにおいてもアップデートをしていく予定です。 

 

◆ One Asia Lawyers ◆ 

「One Asia Lawyers」は、日本および ASEAN各国の法律に関するアドバイスを、シームレ

スに、一つのワン・ファームとして、ワン・ストップで提供するために設立された日本で最
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初の ASEAN 法務特化型の法律事務所です。当事務所メンバーは、日本および ASEAN 各国

の法律実務に精通した専門家で構成されています。日本および ASEAN 各国にオフィス・メ

ンバーファームを構えることにより、日本を含めた各オフィスから ASEAN 各国の法律を一

括して提供できる体制を整えることに注力しております。 

 本記事に関するご照会は以下までお願い致します。 

 info@oneasia.legal  

 
＜著 者＞ 
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どの企業法務全般を取り扱う。個人の顧客に対しては、労働紛争、交通事故、離婚、相続等の一般民事事

件から、インターネット投稿の発信者情報開示、裁判員裁判を含む刑事事件まで幅広く対応。その他、建

築瑕疵、追加請負代金請求などの建築紛争、マンション管理に関する理事会、区分所有者からの相談や紛

争案件も対応。行政関係では、大阪市債権管理回収アドバイザーを務めるなど、自治体からの債権管理回

収に関する個別の相談、研修を担当。包括外部監査人補助者も複数年にわたり務め、活用賞を受賞するな

ど、自治体実務、監査業務にも精通している。 

yasuaki.nanba@oneasia.legal 

06-6311-1010 

 栗田 哲郎  

One Asia Lawyers Group代表 

シンガポール・日本・USA/NY州法弁護士 

日本の大手法律事務所に勤務後、シンガポールの大手法律事務所にパートナー弁護士として勤務。その

後、国際法律事務所アジアフォーカスチームのヘッドを務め、2016年 7 月 One Asia Lawyers Group を創

立。シンガポールを中心にクロスボーダーのアジア法務全般（M&A、国際商事仲裁等の紛争解決等）の

アドバイスを提供している。2014年、日本法弁護士として初めてシンガポール司法試験に合格し、シンガ

ポール法のアドバイスも提供している。  

tetsuo.kurita@oneasia.legal  
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